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第３回中野区基本構想審議会 会議録 

 

○日時   平成２６年１０月３１日（金）午後７時～９時 

○会場   中野区役所 7階 第 9、10会議室 

○内容 

１.基本構想審議会会議録の確認（第 1回、第 2回分） 

２.追加資料確認 

３.審議の進め方（グループ討議）の確認    

４.１０年後に実現するまちの姿の検討 

５.グループ討議 

６.討議経過報告 

７.その他 

 

○出席者 

１．基本構想審議会委員 

出席委員（15名） 

会長 宮脇 淳、 副会長 細野 助博、 

秋元 健策、 井戸田 康敬、 岡本 紀世、 近藤 仁恵 

高橋 夫紀子、樋口 修、   吉田 稔夫、 渡部 金雄 

伊藤 博、  大海渡 桂子、 神島 健太、 寺田 清美 

宮城 孝  

 

欠席委員（5名)   

落合 寛司、 窪寺 澄安、  藤田 幸司、 鳥居 憲太郎 

星 旦二 

     

２．事務局（９名） 

政策室長            髙橋 信一 

政策室副参事（企画担当）    海老沢 憲一 

政策室副参事（基本計画担当）  森 克久 

政策室基本計画担当職員 ３名、 政策室企画調整担当職員 ３名 
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○配布資料 

  資料１.第３回基本構想審議会次第 

資料２.第 1回基本構想審議会会議録 

資料３.第２回基本構想審議会会議録 

資料４.中野区における計画体系図 

  資料５.人口推計比較 

  資料６.施設白書・施設白書（概要版） 

  資料７.財政白書 

資料８.審議の進め方（案） 

  資料９.グループ分け（案） 

  資料 10.子ども子育て施策への提案（寺田委員作成資料）修正版 

  資料 11.10年後のまちの姿への自由意見（鳥居委員作成） 
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開会 19:00 

○宮脇会長  

それでは時刻になりましたので、審議会を始めたいと思います。皆さんこんば

んは。よろしくお願いいたします。本日ですけれども、終了の目途は９時とした

いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 そして、落合委員、窪寺委員、藤田委員、鳥居委員、星委員はご都合により欠

席の連絡をいただいております。本日、出席されている委員の人数は１５人です。

委員総数２０人の半数を超えておりますので、条例の規定を満たしており、有効

に審議会が成立していることをご確認ください。 

 １点ご報告がございます。区の広報誌『なかの区報』の特集号として基本構想

の改定が取り上げられることになりまして、審議会の審議の様子の写真を掲載す

るとのことでございます。 

 本日配付された資料の確認と併せて、事務局からご説明をお願いいたします。 

○森政策室副参事（基本計画担当） 

 ただいま会長からお話がございましたように、『なかの区報』の１１月２０日

号の巻頭の特集で、基本構想の改定ということで取り上げられることになりまし

た。今回のグループ討議の様子を写真におさめさせていただきまして、巻頭のペ

ージに掲載させていただきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

 それからもう１つ、審議会委員のインタビューも載せたいということで、広報

担当から依頼がございまして、公募委員の伊藤委員にお願いしまして、インタビ

ューをさせていただいたところでございます。それにつきましてもあわせてご報

告させていただきます。 

 それでは、本日配付させていただいております資料の確認をさせていただきま

す。 

 資料１、「第３回基本構想審議会次第」というこちらのほうをご覧いただきた

いと思います。 

 資料２、こちらが第１回の審議会の会議録でございます。皆様方にご確認いた

だいたものを修正したということで整理しております。 

 それから資料３、こちらが第２回の会議録でございます。 

 続きまして資料４、「中野区における計画体系図」。こちらは第２回で資料とし

てお出しいたしましたけれども、それに各個別計画の年度を入れたものをお配り
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しております。 

 続きまして資料５、「人口推計比較」ということで、こちらも第２回でお話が

ございました。国の人口推計と中野区の人口推計２つ並んだほうがいいというお

話がございましたので、作成したものでございます。 

 続きまして資料６でございます。こちらについては資料番号がついておりませ

んが、まず「中野区施設白書」ということで冊子があります。もう１つ「施設白

書」の概要版ということでお配りしている、Ａ３カラー刷りのものです。こちら

を資料としてお配りしております。 

 続きまして資料７、こちらは中野区の「財政白書」と表紙に書かれております

冊子でございます。 

 続きまして資料８、本日と次の第４回におきましてはグループ討議によりまし

て検討をお願いするということでございます。簡単な進め方についてまとめてご

ざいます。 

 資料９、これがグループ分けの名簿でございます。もう既に皆様方グループに

分かれてお座りいただいているところでございます。 

 続きまして資料１０、こちらは寺田委員に作成していただいた資料で、第２回

でお出しいたしましたが、一部修正があったということで寺田委員のほうから再

度提出いただきました。 

 それから資料１１、こちらは本日欠席しております鳥居委員から、皆様が全体

で１０年後のまちの姿を検討する際に紹介して欲しいということで、自由意見と

いうことで作成されたものでございます。 

 以上、本日お配りしている資料になります。過不足等ございましたら、事務局

までお申し出ください。 

○宮脇会長  

ありがとうございました。特に資料の過不足はないでしょうか。 

 それでは、早速ですけれども、一番目の議題に入りたいと思います。「基本構

想審議会会議録の確認」を行いたいと思います。 

 ただいま説明がございましたように、第１回、第２回分の会議録につきまして

各委員からのご指摘の箇所等を修正したものでございます。これを確認の上、中

野区のホームページで公表させていただきたいと思います。 

 既にこれは委員の皆様からご指摘いただいたところを修正したものでござい
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ますので、特に漏れ等はないと思いますけれども、再度ご覧いただければと思い

ます。特にご指摘がなければ、この形でホームページ等に公開をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議録につきましては、中野区のホームページに公開をさせていた

だきます。 

 次に、２番目の議題に入りたいと思います。追加資料についての確認に移りま

す。 

 前回の審議会で検討のための資料についてご指摘やご意見をいただきました。

中野区の計画体系についての計画年次等を補った資料や人口推計の中野区と他

機関との比較をした資料を出していただいております。 

 また、新たに作成されました「施設白書」及びその概要版と「財政白書」が出

されていますので、これらにつきましても事務局から先ずはご説明をお願いいた

します。 

○森政策室副参事（基本計画担当）  

それでは資料４の「中野区における計画体系図」、こちらについて簡単にご説

明いたします。 

 第２回審議会で出させていただいた資料でございますが、基本構想、「新しい

中野をつくる１０か年計画」の理念、考え方を踏まえまして、各個別の分野別の

計画を策定しております。その分野別の計画につきまして計画年度を入れたもの

でございます。基本的には基本構想、１０か年計画の考え方を踏まえまして、各

個別計画を策定しているというところです。 

 また、国等の制度改正によりまして改正していくというような、例えば「中野

区介護保険事業計画」という計画もございます。 

 また、「新しい中野をつくる１０か年計画（第 2次）」につきましては、平成２

２年度から始まっている計画でございますが、それより前に作成されている個別

計画が幾つかございます。例えば「中野区地域情報化推進計画」ですとか、「中

野区環境基本計画」など。計画期間はそれぞれ設定しているところでございます

が、大きく「１０か年計画」との考え方についてずれがない、大きな変化がなか

ったことで改正する必要性がないというようなこともありまして、こういったも

のについてはそのまま継続して計画として生きているということでございます。 

 続きまして資料５でございますが、「人口推計比較」ということでお出しして
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おります。中野区独自の人口推計につきましては第１回審議会の資料１５の検討

資料集でお示ししているところでございますが、今回は国立社会保障・人口問題

研究所が出している、厚生労働省の機関ですが、こちらの人口推計と中野区が出

している独自の人口推計について比較というような形でお出しさせていただき

ました。 

 ２０４０年までの約３０年間の人口推計でございます。一番上が総人口、基本

的には中野区と、社人研といいますが国の推計とはそれほど大きな違いはないと

いうことでございます。次のグラフ、こちらが年少人口、０歳から１４歳人口の

グラフになります。ここで国の推計と中野区の推計が異なっているところがござ

います。あと、一番下の６５歳人口、高齢者人口についても中野区と国の推計が

異なっています。これにつきましてはさまざまな人口推計の手法ですとか、考え

方の違いがありまして、国の推計では国全体の平均的な要素を踏まえて推定して

いる、中野区が独自に推計しているときは中野区の独自の要素等を踏まえて推計

しているというようなところがあって、こういった差になっているというところ

です。真ん中の「生産年齢人口」、１５歳から６４歳人口についてはそれほど大

きな差はないということです。 

 基本的に中野区としては、国の推計を使うのではなく、中野区の特性を踏まえ

た中野区独自の人口推計により、基本構想、あるいは長期的な１０か年計画を策

定していくということでこれまでやってきたところでございまして、今後もそう

していくということでございます。 

 それから裏面に細かい数字を載せておりまして、一番上は全国的な人口推計の

ところで、真ん中の「社人研（中野区）」と「中野区（長期）」と書いてある２つ

はグラフでお示ししたものでございます。一番下にあります「中野区（中期）」

というデータですが、これは第２回の資料５で、これまでの人口の増減の資料を

まとめさせていただいたときに一緒にあわせてお示しした資料ですけれども、こ

れは住民基本台帳をベースに作っている資料です。これは中期推計と言っており

まして、過去１０年分の変化を、出生や死亡、移動というような変化を踏まえて

単純に出しているだけであります。この中期推計については、例えば、来年度の

予算を組むに当たって納税者が何人いるかとか、その年度の税収を予測したりと

かというよう形で、短期の部分で使っていくというような形で整理しているもの

でございます。長期的な基本構想１０か年計画を検討していくに当たっては先ほ
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ど言いました国勢調査をもとにした長期推計、３０年、４０年先を見据えた長期

推計のほうを使って検討していくということとなります。 

 それから「施設白書」については後で企画担当からご説明いたしますので、１

つ飛ばしまして、「財政白書」という、平成２５年度決算を踏まえた形での中野

区の財政状況をまとめた資料をお配りさせていただきました。 

 これは多岐に渡っておりますので、全て説明はしづらいところでございますの

で、簡単にポイントだけご説明させていただきます。６ページ、７ページを開い

ていただきますと、歳入の状況があります。「特別区税」ということで区の基幹

収入である税収の状況については、７ページ、８ページのほうで記載しています。 

 また、１０ページ、１１ページになりますと歳出決算の状況ということで、こ

れまでの歳出決算の推移が出ています。１１ページの下のほうの表で年々歳出の

規模が膨らんでいるところですが、特に一番膨らんでいるというか伸びているの

が「扶助費」ということでございます。生活保護ですとか障害者の自立支援、児

童手当等です。今後の高齢化社会においては当然、これからも扶助費というのは

伸びてくるというのが想定されるところです。一方で人件費につきましては年々

減ってきているところではございます。ご承知のとおり区の職員数の削減という

ような取り組みもありまして、減ってきているというようなところでございます。 

 それから１６ページは「投資的経費」ということで、まちづくりの関係の経費

の推移が載っております。過去の中野区のまちづくりの状況を踏まえた形での推

移ということで見ていただければと思います。 

 それから２１ページ、２２ページは「特別区債と基金の状況」ということで、

区の借金と区の貯金がどういう状況なのかというようなことでまとめていると

ころでございます。このようなことで財政状況を整理しておりますので、今後の

グループ討議に当たっての参考にしていただければと思います。 

 では、続いて「施設白書」については企画担当から説明します。 

○海老沢政策室副参事（企画担当）  

それでは「施設白書」につきまして若干ご説明させていただきたいと思います。

企画担当でございます。 

 まず冊子でございますが、ちょっと厚いものになっておりますが、１枚めくっ

ていただきますと「はじめに」というところが出てまいります。ここに記載され

ておりますように、人口が減少していく社会に突入しているということ、また高
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齢者の急速な増加や１人世帯の増加ということで人口の構成が変わってきてい

るということでございます。一方で高度成長期に建設した建物や道路といったイ

ンフラ施設の老朽化が進んでいるという実態がございまして、その多くが更新の

時期を迎える。これは全国的な傾向としてあるということでございます。 

 真ん中以降に書かれてございますように、前回の１０か年計画の改定のときに

この施設白書というものを、データ集でございます施設の現況を把握するための

資料を作ったのでございますが、今回につきましても、いろいろな状況の変化を

踏まえて、現状を把握して計画に当たり資料にしていこうということでこれを改

定したということでございます。 

 １枚めくっていただきますと目次が出てまいります。内容としましてはご覧の

とおりでございまして、第２部のところで区有の建物施設の全体像、例えば建築

年度がどの辺に偏っているとか、維持管理費、全体の予算とかが書かれてござい

ます。 

 第３部でございますが、施設ごとの利用状況あるいは建物の面積といったこと

が書かれてございます。 

 第４部でございますが、これは今度インフラ施設、橋梁ですとか道路、公園と

いったものの状況が記載されているというところでございます。 

 第５部でございますが、では果たして今後どうなっていくのかというところの

課題をまとめさせていただいております。内容につきましては「概要版」のほう

でご説明したいと思いますので、Ａ３カラー刷りの資料をご覧いただきたいと思

います。 

 「施設白書」につきましては主に青いところに書かれた３点についてまとめて

ございます。この表ですが横に見ていただきますと「公共施設」「人口」「財政」

といったことが記載されています。まず一番上段の「公共施設」でございますけ

れども、１９６０年代から７０年代に集中して整備がされているということで全

体の建物の床面積のうち５０．２％が建築後既に４０年以上経過しているという

状況でございます。したがいまして建てかえ時期は間近に迫っているという施設

が数多くあるということでございます。 

 右側に進みまして、この施設につきまして現況のまま、今の施設をそのまま維

持すると仮定した場合の今後の維持経費の試算を出してございます。今後４０年

間で２，６４１億ぐらいという試算でございまして、年平均は６６億円というこ
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とで、これは今現在の施設の維持経費として使っている４６．２億円を超えてい

るということです。今後、かなりの金額が現状の施設をそのまま維持するために

は必要になるという推計をしてございます。国の試算ソフトがございまして、そ

れをもとに標準的に試算した結果でございます。 

 続きまして「人口」でございますけれども、これはご案内どおりでございます

のでご説明いたしませんが、今後、人口減少社会になっていくということと、少

子高齢化がさらに進んで生産人口が減少するという実態を示してございます。 

 それから下段のところで「財政」とございますが、これは「財政白書」に詳し

く書かれてございますのでご参照いただきたいと思います。左側が歳入の状況、

右側が歳出の状況ということでございます。やはり担税力のある方が今後高齢化

していくということでございますので、歳入についても財源確保が必要だという

こと、歳出についても施設更新が今後必要になってくるということで経費の増加

が予想されるというところでございます。 

 最後、一番下、横に見ていただきますと、今後の方向性についてのまとめをさ

せていただいてございます。左から３つ目の箱でございますけれども、人口、財

政あるいは公共施設についての現況をまとめますと、人口については人口の減少

や人口構成の変化に対応して適切な規模の施設で区民ニーズに合った施設サー

ビスによってさらに区民満足度の向上を図っていかなければいけないというこ

とで、やはりこれからのニーズに合わせた施設構成を作り出していかなければい

けないという考えであると。そしてその下でございますが、財政につきましても

安定的な財政運営を担保するために更なる民間活力の導入ですとか、そういった

今まで以上の工夫を凝らした施設の更新や整備を進めていく必要があるという

ことをまとめさせていただいております。 

 最後、右側の「今後の検討」方法ということで、少し薄ピンクのところでまと

めさせていただいております。ここに記載されておりますが、区民サービスのよ

り一層の向上を図ることを検討の基本として、今後の公共施設におけるサービス

提供のあり方を検討していく必要があるかと。これは例えば民間活力ですとか、

あるいはそういったもので区として施設サービスとして提供していかなければ

いけないものかどうかというところも含めて検討していく必要があるだろうと

いうことでございます。 

 それからもう１つ、長期的な視点を持って効率的な公共資産の管理を行う手法
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を整理するということで、民間活力ですとか、長寿命化、区民サービスといった

ことを考えながら民間の力を借りた施設の整備の手法を考えていかなくてはい

けないということで、その下に書かれております４点、丸数字で書かれています

が、そんなことを念頭に置きながら今後、施設のある種の手法を検討していくと

いうことにしているところございます。 

 説明については以上でございます。 

○宮脇会長  

ありがとうございました。 

 ただいま計画改定、人口推計、財政白書、そして施設白書についての説明を受

けましたけれども、委員の皆様から何かご質問はありますでしょうか。 

○大海渡委員  

資料４ですが、それぞれの基本計画が今日議論することになる４つの領域に分

かれているのではないかと思うのですが、大変恐縮ですけれども、それぞれの計

画がどの領域に属しているのかということを、ご教示いただければありがたいの

ですけれども。 

○森政策室副参事（基本計画担当）  

まず「男女共同参画基本計画」。上ですね。これにつきましては領域Ⅱになり

ます。それから「地域情報化推進計画」が領域Ⅳでございます。「産業振興ビジ

ョン」は……。 

○大海渡委員  

サブ領域もわかりますか。 

わからなければ結構です。 

○森政策室副参事（基本計画担当） 

 「産業振興ビジョン」が領域Ⅰでございます。 

 次の「保健福祉総合推進計画」から「健康づくり行動プラン」までが領域Ⅲで

ございます。 

 続きまして「環境基本計画」から「中野区みどりの基本計画」これが領域Ⅰで

ございます。 

 続いて「中野区教育ビジョン」それから「小中学校再編計画」、「次世代育成支

援行動計画」これは領域Ⅱでございます。 

 「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン」から「耐震改修促進計画」これが
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領域Ⅰになります。 

 「中野区地域防災計画」につきましては、防災まちづくりという観点でいきま

すと領域Ⅰになりますし、ソフト的な対応ということになると領域Ⅳが適すると

いうふうに思います。 

○宮脇会長 

 そのほかございますか。 

 それでは、特になければまたグループ討議の中で必要な点につきましてはご質

問、ご確認をお願いしたいと思います。 

 それでは、次に３番目の議題のほうに移りたいと思います。お手元のほうに資

料８というのがございます。審議の進め方、グループ討議についての進め方につ

きまして確認させていただきたいと思います。 

 本日と次回の審議会では基本構想について審議を深めていくためにグループ

に分かれて検討を予定しております。検討の進め方について確認をさせていただ

きたいと思います。 

 資料としてまとめていただいておりますので、これも恐縮ですけれども、事務

局よりご説明をお願いいたします。 

○森政策室副参事（基本計画担当）  

それでは資料８「審議（グループ討議）の進め方について（案）」という資料

をご覧いただきたいと思います。まず皆様方、既にグループに分かれていただい

てお座りいただいているところではございますが、本日と、次の第４回の審議会

におきまして、グループに分かれていただいて、「１０年後に実現するまちの姿」

を詳細に議論していただきたいと考えています。 

 グループ構成員につきましては、資料９にも書いていますけれども、皆さんお

座りの位置というところでございます。 

 ３番目でございますが、グループ討議の進行につきましては、それぞれ学識経

験の委員の皆様方にお願いしたいということで、領域Ⅳに宮脇会長、領域Ⅰに細

野副会長、領域Ⅱに寺田委員、領域Ⅲに宮城委員ということで、それぞれ中心に

なっていただきまして、進行、取りまとめ等をお願いしたいと思っています。 

 また、討議で必要な資料につきましては、それぞれ各グループに事務局の職員

が入りますので、そちらのほうで事務局の職員と調整していただいて、必要な資

料につきましては次回の討議までに作成、用意させていただきます。 
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 また、記録作成につきましても事務局で行わせていただきたいと思います。 

 また、会議録ということで、審議会の会議録、先ほどご確認いただきましたが、

同じように整理するわけでございますけれども、各グループの討議につきまして

は、なかなかそれを全て会議録に起こすことは難しいものですから、グループ討

議における会議録につきましては要旨のみとさせていただきたいと思います。 

 グループ討議の日程でございますが、本日、それから第４回審議会につきまし

ては後ほど最終的に確認させていただきますが、１１月１８日に予定したいと思

います。 

 それから第３回審議会のご案内のところで第４回審議会の開催時間につきま

して、最初３時間程度の想定でご案内をしたところでございますが、さまざまな

ご意見等をいただいたところでございまして、この１１月１８日につきましても

２時間ということで、一旦ここで設定をさせていただいて、ご提案させていただ

きたいと思います。 

 第５回審議会のところで取りまとめをしていただいて、全体発表、また全体で

の調整という形で進めさせていただきたいと思います。 

 最後の「※」のところで書いておりますが、それぞれ第３回審議会、第４回審

議会と検討していただいて、それでも取りまとめに向けて日程の関係で、更に時

間が必要な場合につきましては別途事務局と調整させていただいて、個々にそう

いった時間を設けるということについて、こちらのほうで調整させていただきた

いと思います。 

○宮脇会長 

 ありがとうございます。以上が「グループ討議の進め方について」でございま

す。この後、若干全体で議論した後に、今回の審議会の後半からこのグループ討

議のほうに入りたいと思っておりますけれども、この進め方について何か確認事

項ございますか。 

 なければ、この基本的な案に基づきまして進めさせていただきたいと思います。 

 それでは次に４番目の議題となっております「１０年後に実現するまちの姿の

検討」に移りたいと思います。前回に引き続きグループ討議の前に全体でのイメ

ージを共有するということで、全体の討議を若干ですけれども行いたいと思いま

す。といいますのは、グループ討議にある程度きちっと時間をとりたいというこ

とも一方ではございますので、最大限１５分程度ということで進めさせていただ
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きたいと思います。 

 また、先ほど事務局のほうからもございましたように、本日欠席されておりま

す鳥居委員からは、まちの姿についての意見を頂戴いたしております。資料１１

でございますけれども、こちらのほうにつきましては、ご覧いただければと思い

ます。 

 それではグループ討議に入ります前に、全体としてまちの姿として共有をして

おいたほうがいいのではないかということでお考えになられている点がござい

ましたら、こちらフリーでご発言をいただければというふうに思います。お願い

いたします。 

○神島委員 

 明治大学の神島です。私がここに応募した理由の１つでもあるのですけれども、

もっと若い世代、２０代とか１０代がちゃんと意見を言えるような区の姿勢とい

うものをしっかり、もっと１０代と２０代がわかるように見せて欲しいというの

がすごくあります。ここに１つ、応募した理由は、こういうふうにまちの姿を決

めるというときに、どういう人達が議論しているのかがすごく気になったという

のがきっかけです。実際来てみるとやはりご年配の方々皆さんでされていらっし

ゃるところがあり、なかなか若い人たちが意見を述べたり議論できるところはな

いというのを感じたところです。もちろん若い世代というのは経験や知識はすご

く不足しているので、そういうところで対等に渡り合って議論することはできな

いというのはすごくわかっているので、こういう機会があったとしても、なかな

か応募するということは難しかったりします。そういうところで若い世代だけで、

大人のサポートがありながら、意見ができるところをすごく作って欲しいという

のがあって、それがわかる中野区であって欲しいというのが私の考えた１０年後

の姿なのかなと思いました。 

○宮脇会長 

 ありがとうございます。 

○宮城委員 

 人口のことを前回申し上げたのですが、先ほど社人研と中野区の推計値が違う

ということがありましたけれども、私が言いたいことは、１０年後、中野にどう

いう方が多く住むようにしたいかというのは１つ大きなポイントだと思うので

す。今、明治大の彼も言っていましたけれども、やはり若い人たちが住み続けら
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れるということが１つの大きなポイントだと思うのです。ですので、推計値は推

計値であるのですけれども、そこにどういう政策を入れるのかということは、特

に中野の住民の方はお考えいただいて、非常に単身世帯が多いですし、うちのグ

ループもそうですけれども、７５歳以上が非常に多くなります。そういう意味で

は若い人たちは住み続けない。そういう意味では彼の意見も大事なのですが、つ

まり、若い人たちの意見をなるべく聞けるかというのは非常に大きいですけれど

も、そういう若い人たちの意見を酌み取るような区政のありかたを含めて、そう

でないとやはり若い人たちは住まないと思うので、このままの人口推計でよしと

はしないほうがいいと思います。そのあたりは共通認識で議論されたらよろしい

のではないでしょうか。 

○宮脇会長 

 ありがとうございます。大海渡委員お願いします。 

○大海渡委員 

 私も公募で採用していただいたのですが、一定の考えがあり応募しました。そ

の内容を簡単にご紹介させていただきます。まず、１０年後の中野区のまちづく

りを考えるときに、環境ですとか防災ですとか社会的弱者に対する配慮ですとか、

子育て支援とか女性の社会参画とか、そういったまちづくりに関する基本的なこ

とが重視されるということは大前提としまして、その上で４つぐらいポイントを

申し上げたいと思います。 

まず産学住、これは現行の基本構想にあったと思いますけれども、私は特に産

学を強調したいと思います。この関連で最近キリンの本社の誘致に成功されまし

たし、それから３つの大学が来られたということで、それは大変歓迎すべきこと

だと思いますが、更にもう少し企業の本社ですとか大学、ちょっと無理かもしれ

ませんけれども、そういう誘致をしていただきたいと思います。そうすると産学

共同プロジェクトなども盛んになり区の活性化にもつながりますし、それから企

業が来れば、インフラ整備、社会保障、その他まちづくりに必要な財源確保の上

でもメリットがあると考えます。 

 それから２番目は文化ですけれども、区外から人々が中野に足を運んでくれる

施設として、中野にはサンプラザがあって、ゼロホールもあるし、それから同列

には並ばないかもしれませんけれども、スポーツという意味ではＴＡＣという水

泳の教室があります。私はサブカルチャーについてはあまりわからないのですけ
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れども、ブロードウェイもあります。私はやはり中野は文化のまちになって欲し

いと思っております。 

 それから３番目は東京オリンピックなのですが、オリンピックをきっかけに多

くの人が東京に来ると思うのです。全国から、あるいは海外からも来ると思うの

ですが、そういうときにやはり中野にも足を延ばしてもらって、中野の歴史とか

文化に触れてもらい、観光を中心に活性化されたまちになってもらいたいと思い

ます。そういう意味では観光資源の開発と中野の街のイメージづくりに力を入れ

ていただきたいと思っています。 

 それから４番目はＩＴなのですが、私は、中野区はＩＴ先進区になって欲しい

と思っています。ＩＴ技術を駆使して、情報発信の強化ですとか、域内の連絡網

の整備ですとか、それから情報交換の促進、連携強化、そういうことに活用して

地域として自立性が高く、より域内充足的な区になって欲しいというふうに考え

ています。 

 いろいろなことを申し上げましたので、それらを一つのイメージにまとめるの

は難しいのですが、やはり基本構想全体として、イメージが欲しいと思います。

現行の基本構想を読ませていただいて、中野区のイメージというものを捉える、

のがなかなか難しい。中野区はどういう区なのかという、中野区のイメージとい

うものを色濃く出せるような何かが欲しいというふうに考えております。 

○宮脇会長 

 ありがとうございます。そのほか、お願いします。伊藤委員。 

○伊藤委員 

 今、イメージというお話が出たので、ちょっと手を挙げさせていただきました。

前回の審議会で細野先生の話に夢を語るということがありましたので、それに向

けて私は中野区のイメージ戦略として「山の手の下町」という、私なりの解釈な

のでなかなかうまく説明がいかないのですけれども、前回お話ししたことに少し

つけ加えてお話し申し上げさせていただきたいと思います。 

 「山の手の下町」というイメージ戦略なのですけれども、これはもう既に区民

アンケートでも、この間も申し上げましたけれども中野区の魅力について「交通

の便がよい」がナンバーワン、それからナンバーツーが「庶民的である」という

答えが区民の皆さんからアンケートの結果として出ています。これを私が言う

「山の手の下町」ということにマッチングしていると私なりには理解しています。 



16 

 

「山の手」というのはひとつには都心的のことを意味すると思うわけですが、既

に中野駅の駅周辺は再開発が進んで、北口側が先行しているようですけれども、

南口側のほうも高層ビルが都市計画でできる計画にあるということで、更に都心

化が中野駅の周辺に進み、更に１０年後にはもっと広がっているんだと思います。

結果的に中野区は、昼間人口のほうが夜間人口よりも増える。既に夜間人口より

２万人ほど昼間人口が多いと聞いていますから、更に昼間人口が増えてくる。そ

れはまさしく都心化が進むといえると思うのです。 

 ただ、こればかりでは隣の渋谷区、新宿区とあまり変わらなくなってしまうの

です。私が中野区のイメージ戦略として申し上げたもう１つは「下町」、つまり

「下町情緒」です。都心化が「ハード」だとすれば下町というのは心の問題で「ソ

フト」の面だと思うのですけれども、これは区民の皆さんの「庶民的である」と

いうアンケート結果にも出ているように、中野の１つの個性、特徴だと私は思い

ます。 

 下町というのは「向こう三軒両隣」の「くまさんはっつぁん」の世界で、要す

るに目配りとか気配りが行き届いたまちだと私なりに思っています。この目配り

気配りが行き届いたまちというのは非常に住みやすい、居心地のいいまちではな

いだろうかと私は思います。ほとんどもう知らんふり、素知らぬ顔して行き交う

のが都心なのでしょうけれども、実は中野区はそうではなくて目配り気配りが行

き届くようなそういった環境があるというふうに思っています。この間も申し上

げましたけれども、朝、おばあちゃんが家の前の掃き掃除をしていると、両隣ま

で足を延ばして掃除されています。私のうちの周辺でもそういう方を見かけます。

そして子どもたちが学校に行けば「行ってらっしゃい」とおばあちゃんが声をか

けて子どもたちが「行ってきます」とそういう声のかけ合いがある。中野区には

そういういいところがあるのです。更にそれをもっと磨いていく作業がこれから

の１０年後を考える上で実は重要なポイントかなと思っています。 

 声をかけ合うまちというのはやはり安全・安心でなければ声はかけられません。

危険であればなかなか声をかけにくいわけです。だから安心して歩けるような道

路が必要でしょうし、それからお年寄りが歩いて安心してお買い物ができる商店

街も必要だろうし、その商店街では八百屋さんとか肉屋さんとかお魚屋さんがあ

って、そこでおばあちゃんが来たら「やあ、おばあちゃん元気そうだね」と声の

かけ合いがまたそこで生まれる。そういう下町的な風情があるまちづくりという
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のでしょうか、そういう環境づくりを私は１０年後を見据えて、念頭に置いて考

えたほうがいいと思います。 

 どこかの資料にありましたけれども、少子高齢化が進んで独居老人とかひとり

住まいの若い人たちが更に増えていく傾向にあるといいます。ここからかなり夢

っぽい話になってしまうのですけれども、私は中野区全体が１つの家族、甘った

るい言い方になるかもしれませんけれども、中野区全体が１つのファミリーのよ

うな環境にある、そんなまちになったらいいなと思っています。つまり、私は団

塊世代ですけれども、元気なお年寄りたちが若い子育て世代を支援する、あるい

はそういった若い人たちの相談に乗る。更に元気な高齢者が放課後の学童の面倒

を見て、共働き世代を支えていく。それによってお年寄り方はさらに生きがいを

作って、健康寿命が延びるといういいサイクルができてくるのではないかと私な

りには考えています。 

 簡単に言うと、「子育てに優しい中野区」というようなイメージ戦略でいけば

大きな問題が１つクリアされていくのかなと思います。「山の手にあって下町情

緒のある中野区」そういうイメージを描いて、私はこれから個別の課題について

の検討に参加させていただきたいなと思います。 

 ちょっと長くなりました。失礼しました。 

○宮脇会長 

 ありがとうございます。そうしましたら、近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 

 本当に伊藤委員のおっしゃるとおりと、私は思います。あと、神島委員がおっ

しゃったように２０代の方、３０代の方の意見が言えるといいなと思っています。

本当にこれからの人口が高齢化社会になったときにやはり中野区が、私として思

うのは、歳出状況とか借入れ状況とかを見せていただいたときに、この財政白書

の中の２２ページにある「基金残高の推移」のところで大分負債残高が減ってい

るのでそこはとてもいいなと思っています。ただ、借金はどんどん減っていって

夢を語るのであれば、若い世代の方がどんどん世代交代していったときに、高齢

化社会として支えるに当たっての財源がそこで、借金がないとか中野区は東京２

３区の中で一番税金が安いとか、こういったことがうたい文句になると、もっと

みんなが「とてもいい区なのではないか」というようなイメージがついてくるの

ではないかと私は思うので、そういったことをぜひ進めていけたらなということ
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をお願いしたいです。 

○宮脇会長 

 ありがとうございました。今まで出た意見としましては、その若い人が政策で

すとか、いろいろな地域のことを考えるそういう議論に参加できるようなそうい

う中野区であってほしいということ。それからもう１つは先ほどの人口推計、こ

ういったものを前提とするのではなくて、この人口推計をどういうふうにかえて

いくことを考えるのか、どういうまちづくりをしようとするのかということを目

指して欲しいということ。 

 それから「産学住」のうちの「産学」というところを重視しつつ、企業誘致そ

れから文化のまち、観光の活性化、それからＩＴ先進区といったようなことで、

最終的には中野区のイメージというものをつくっていくことが必要ではないか。 

 そして中野区のイメージにつきましては、「山の手の下町」ということでご紹

介がございました。 

 そして最後にはこういう「山の手の下町」といったようなこと、あるいは若い

人の発言、こういったものを受けとめていくと同時に、その財政的にきちっと健

全化をした体力のある中野区というものをつくっていくことが必要ではないか

というご意見をいただきました。 

 それで大変恐縮ですけれども、今日これからグループ討議に入らせていただき

たいと思います。今いただいたご意見というのはあくまでも全体的なことについ

ての各委員のご意見ですけれども、これらを念頭に置きながら、それぞれのグル

ープにおきましてはご議論いただきたいということで、記載のとおりいきますと、

５番目の記載となります「グループ討議」、こちらに移らせていただきたいと思

います。 

 なお、本日の最後に、これは８時４５分というところでちょうど１時間、グル

ープ討議をしていただきたいと思いますが、全体でそれぞれのグループの議論の

内容というのを共有したいと思いますので、その段階で各グループの進行役の方

に、ごく簡単ではございますけれども、ご発表いただきまして共有をしたいと思

っております。 

 なお、これからですけれども、傍聴の皆さんにつきましてはそこの席ですとな

かなか聞きづらいと思いますので、関心のあるところのお近くにその椅子を移動

していただけたら結構ですので、そこに行ってお聞きいただくとようにと思って
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おります。 

 それでは大変恐縮ですけれども、グループ討議に入っていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

（グループ討議） 

○宮脇会長 

 それでは、まだまだこれからという段階だと思うのですけれども、本日のグル

ープ討議は時間的にこれで終了させていただきまして、ここからは議題の６番と

いうことで、今まで１時間議論していただきましたけれども、こんなふうに議論

したよというようなことで、「討議経過報告」というところで全体の状況という

ものを共有していきたいと思っております。 

 まず領域Ⅰにつきまして、細野副会長からお願いいたします。 

○細野副会長 

 「領域Ⅰ 持続可能な活力あるまちづくり」という話で皆さんとお話しました。

１つは区間を越える、つまり中央線でほかの区に行くというのは便利なのですけ

れども、南北で交流するというのがちょっと不便かなと、そこを何とかしたい。

そういうまちづくりをしないといけないということ。 

 それから、先ほど「山の手の下町」とてもそれがよくて、「ハード」のところ

では車と歩く人を分離して安全に渡っていけるようなことも大事だし、それから

「ソフト」については、１つはグローバルなおもてなしができるように、ちょう

どオリンピックが来ますから、例えば英語、それから韓国語、中国語といった、

そういうものでまちの案内が全部できるような形にすると、観光都市としてのも

のができるのではないか、つまりグローバルなおもてなしができるようなまちづ

くりをする。 

 それから、いろいろなイベントをやっているのですが、それがビジネスに直結

しないので、例えばこれが消費者共有なんていうものをうたうようなソーシャル

ビジネスができたり、商店街の活性化にそれがつながっていくようなことが大事

かもしれません。 

 それから、こちらではオリンピックとパラリンピックがありますけれども、ち

ょうどブロードウェイ通りの方々が障害児の人の芸術活動をサポートしている

のです。それを今度中野区自身が「ライフサポートビジネス」というのを立ち上

げようという行政の支えによる相互信頼に基づくビジネスの話で、包括的な、例
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えば健常者の人も障害を持っていらっしゃる人も包括してみんなでまちを作り、

まち中で楽しく過ごしたり、それから生きていくことを考えるそういう社会を作

る。こういったソーシャルビジネスを考える必要があるかなというような話です。

それから、そういうものを例えば安く借りられるように統廃合した小学校とか中

学校等を借りた複合施設の中にそういうものを作ったらどうかということがあ

りました。 

 それから、環境の問題にも絡みまして新しいエネルギービジネスも重要なポイ

ントです。これからは再生可能エネルギーとかいろいろありますけれども、それ

をリサイクルと一緒にできないかというお話がありました。発電コストは高いの

です。しかし輸入に頼る不安定さと環境を考えると、再生エネルギービジネスは

重要です。今、リサイクル率が２７％ですけれども、４０％にできるように環境

に優しいまちづくりができたらいい。そのために環境保全を考えるような R andD

を中心に技術革新型のビジネスをここに誘致できたらどうだろうか。 

 それから、最後はバリアフリーもそうなのですけれども、安全・安心なまちと

いうのも非常に重要で、土地利用について道が本当に狭かったり、それから、実

は火災危険度等がとても高い地域がある。２３区で１位らしいのです。これを何

とか返上したいということで、土地利用から不燃化というものを考えるような、

そういうまちづくりのビジネスなんかもやはりこれから考えていく。それからバ

リアフリーも中途半端なので、それを何とかしたい。そういうふうに考えると幅

広にソーシャルなビジネスを立ち上げるということがここで必要ある。今は２３

区の中では中位よりも下位のほうに事業者数があるのですね。それを高めるよう

なことができたら、それを１０年の間にやってみるというような話がありました。 

 あと何か第１グループの方々、言い残したことはございますか。 

○吉田委員 

 にぎわいの継続のところですが、多分小規模な個人商店のような商店は消えて

いく運命にあるのだと思うのですけれども、それらに代わって入ってくるであろ

う店舗は、いわゆるナショナルチェーンと言われるような大きな資本の店舗が入

ってくることが考えられるが、その店員は地域の人の場合が少ないので、地域に

顔を向けるということが少なく、自分の会社に顔を向けることが多くなり、地域

の核と期待されても核になれないのではないかと思います、又全くの野放図にし

ておくと、好ましくない業種の店舗の出店も阻止できないのではないかと懸念し
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ています。良好な商店街を維持し、街並みも維持し、お客様にもご満足していた

だける街を維持するため、地区計画のようなものでもって、様々な制限をしたり

方向付けをする必要があるのではないかと申し上げました。 

○細野副会長 

 「産学金融」という連携がとても大事だ。やはり創業にはお金がすごく重要な

役割を果たすので、事業計画も含めて経営ノウハウを伝授する仕組み作りも必要

なのです。そのようなことが話し合われました。以上です。 

○宮脇会長 

 次は領域Ⅱのグループで寺田委員、お願いします。 

○寺田委員 

 私たちは２グループでございますので、「領域Ⅱ 自立してともに成長する人

づくり」ということで、現在の子育て支援活動及び学校全体の様子、そして地域

の活動が広がっていくまちづくりのためにはどのようなことが必要なのかと。子

どもたちの健やかな自己形成や社会的自立を促すためにはやはりコミュニケー

ション能力を育成していくことが大事。そのコミュニケーション能力を育成する

ためには具体的には何が大事なのだろうというところで、１人１人の声のかけ合

い、挨拶をしていくことが何よりも地域の中の輪ができることなのではないか。

それには公立の学校、私立の学校それぞれの違いがあるので、なかなか私立の学

校は広範囲から来ているので、全くどこの誰かわからない方に挨拶をされても身

の危険を感じる子もいると。あと、みんなで誰もがわかるような「中野区挨拶運

動シール」みたいなシールを張った人がまずはそれぞれ地域で挨拶をしていく。

中野区全域が、顔が見られるような支援をするためにはそういった挨拶運動が広

がることがまずは大事なのではないか。それによってそれは安心、安全のまちづ

くり、防犯対策にもつながることだし、毎日顔が見られた人たちが挨拶し合うこ

とによって困ったときに、子どもがこの大人にならば、一声かけたことによって

自分の身が守られるということにもつながるのではないかというようなことの

具体例がたくさん挙げられたりしました。 

 また、それぞれの自分たちの経験談に基づいていじめ問題に対してはどのよう

な対応をしてもらったことがよかったのではないかとか、それのためにはやはり

地域の中で、皆さんで具体的に支援し合えるような、ＳＯＳを発信できるような、

またそれに対してのサポート体制が組まれるようなことが必要なのではないか。
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その一連としては中学校の中にスクールカウンセラーがいるけれども、そのスク

ールカウンセラーに対しても直接ＳＯＳのようなメールができるようなそうい

う仕組みが必要なのではないか。 

 それから障害者としても自分が社会の中で必要とされているという自己有用

感を感じるようなそういうような仕組みづくり。また、平常のクラスの中でも通

級が必要な子どももいる。それに対してのサポートづくりも必要なのではないか。

また、ある地域では小学校に行って音読サービスをしている。音読サービスを続

けるうちに、今度は子どもたちのほうから自分たちでこのようなものを学んだと

いう習熟度の様子を、そのサポートに来てくださった方たちにも返しているとい

う姿が見られ、地域の中で、地域がつくり上げられるそのためにはお互い顔が見

られる視点をつくっていくことと、学校と地域の連携が充実していく中で、子ど

もも社会参加の場が確保され、それを社会全体で受けとめる体制づくりをつくる

ことが大切なのではないかというようなことが全般的に話された状況です。 

 それから、そのためにはほかのグループの中で産官学とか、それから産業と企

業と学校が連携していくことが大事だということで提案がなされましたけど、ま

さに行政も加わり、そして私たちのグループ中に唯一大学生もいますので、大学

生に地域の中で活躍していただきながら、外人も含め、中野区はちょっと一味違

うというような、そういうような自立して成長していけるような人づくりを作っ

ていくことが大事なのかなというようなことを中心に話し合いが行われました。 

○宮脇会長 

 次に領域Ⅲにつきまして宮城委員、お願いします。 

○宮城委員 

 領域Ⅲのテーマ「支えあい安心して暮らせるまち」ということで、「健康な暮

らしを守るために努力しているまち」、「地域活動を中心に、ともに支えあうまち」、

「安心した暮らしが保障されるまち」ということを１０年後どう考えるかという

ことを私たちに課されているわけですが、今日は２人ほどお休みで、３人でしま

したので、欠席した方はまた次回伺うということが前提ですけれども。 

 事前に事務局に資料をお願いして、ここに関わるデータ分析をしながら、どう

考えていくかということですが、例えば幾つかご紹介しますと、まず１０年後に

中野区は７５歳以上の方が来年は３万５，０００人ですが、２０２５年には４万

４，０００人になります。１万人増えるのですね。６５歳から７４歳の人が２万
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８，０００ですから、やっぱりここは着目しなければいけないだろうと。それで

これはかなりデータ的にはこう動くのですが、リアリティがあるということです

ね。このリアリティは使う必要があるだろうということもあると思いますし、ひ

とり暮らしの高齢者がやはり増えてくるのですね。６５歳以上のひとり暮らし世

帯数というのが、ただ、これは住民基本台帳と実態が、民生委員さんが調べます

とかなりギャップがありますから、データで出ているのはそのまま、独居老人で

はないだろうけれども、これはもう少し慎重に見る必要がありますが、来ること

は間違いないということです。 

 それとひとり暮らしの方は高齢者だけではないということ。あと障害者でいう

と精神障害の方がふえています。４年間で７００人増えている。こういう指摘や

動向もあるでしょう。健診はあまり高橋先生、お医者さんいわく、あまり数字的

によくないということですね。介護保険でいうと要支援の軽い方が４年間で８０

０人増えています。例えば権利意識で申請をすることもあるでしょうけれども、

これを財政論でいうと非常に厳しい。介護保険の給付額は毎年１０億円上がって

います。今さっき言いました７５歳以上がこれから増えてきますから、介護保険

財政というのはこれからかなり厳しい。そういうものを含めて健康、介護、予防、

孤立しない、地域でどういう場とそういうふうに誘うといいましょうか、お互い

が交流をしてというのを相当地域に密着してつくっていく、１０年後は必要なの

だろうということです。 

 ７５歳以上が４万人いますから、１００町会があるから、４００人ぐらいの７

５歳以上がいるわけですね。ですので、身近な場所にオープンで、そこには若い

人も障害のある人も子育てをしている人も高齢者も集まるような拠点、場または

そういうものを運営することが大事ではないかというご意見が出ました。このあ

たりもう少し詰めていく。 

 それと、若い人が住めるまち、または工夫。サンプラは有名だけれども、サブ

カルチャーも有名ですけれども、みんな素通りしている。若い人たちが住めるま

ちづくりとか工夫ですね。シェアハウスがはやっていますからひとり暮らしの高

齢者や学生が住むとか、若い芸術家が安く住めて展示会ができるとか、かなり工

夫が必要ではないかと。千代田区はやはり経済的な家賃補助とかで成功している。

これはほかも学ぶことがいっぱいあるのではないでしょうか。前から言っていま

すけれども、やはり若い、子育てができるまちにしなくて本当にいいのですかと
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いう、これは相当全体でも議論したほうがいいのではないでしょうか。 

 あとサービスの内容ですね。これはちょっと十分議論できていないと思います

が、本当に必要な人に、もう無駄はできませんから、必要な人にどんなサービス

をという、これはまたこれから議論してまいります。 

○宮脇会長 

 ありがとうございました。それでは第４グループ、領域Ⅳにつきましては私か

らご報告させていただきます。 

 領域Ⅳにつきましては「区民が発想し、区民が選択する新しい自治」というこ

とで、大きく２つが柱となりまして、１つは「自治の仕組みが効果的に機能し、

さまざまな担い手によって多様なサービスが展開されるまち」と、平たく言いま

すとよく言われるように「住民自治」と言われる領域のことでございます。 

 これにつきましては伊藤さんが言われたやはり「山の手の下町」というこのイ

メージというのは非常に重要ではないかと。このイメージを作っていくに当たっ

て、これは渡部委員がいらっしゃいますので、やはり町会、こういうところが基

本的なベースになるだろうと。ただ、町会の活動においてはやはり小学校、中学

校の公立なのですね。こういった学校区がやはりきちっと機能していくというこ

とが必要であって、そこのコミュニティーづくりというものもまた必要ではない

かと。ただ、中野区の中でも例えばお子さんがほとんどいらっしゃらない地域と

か、そういうところが出てきていて、小学校区、中学校区といったことだけでは

なくて、例えば中野区周辺などについてはそれとは違う核というものが必要では

ないか。ただ、先ほど商店街のお話も出ましたけれども、例えば中野駅周辺にお

いては「山の手」ということで百貨店とかそういうものが立地するということが

あったとしても、その周辺のところについてはやはり商店街というところをコミ

ュニティーとしてきちっと維持していくということが必要であり、それによって

「ふるさと」ということをつくり上げていく必要性があるのではないか等々の議

論というのがなされました。そして今の団塊の世代ジュニア、こういう人たちの

子育てがコミュニティーの中できちっと展開できるとともに「ふるさと」にする

ことによって、その団塊ジュニアのジュニア、この方々がきちっと中野に住んで

いただけるというまちづくりが必要ではないか等々の議論というのがございま

した。 

 それでは２番目の柱というのが「『小さな区役所』で、質の高い行政を実現す
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るまち」ということなのですが、これにつきましてはこれからまた次回にかけて

議論を深めていきますけれども、行政のほうが単なる「小さな区役所」でいいの

かという議論がございました。やはり町会のほうも機能というものが限られてき

ていて、行政が単に小さくなるということだけではいけないのではないか。また

民間活用、外出ししていく部分について、その質というものがきちっと確保され

ているのかどうなのかといったような問題をコアにしながら次には議論をして

いき、何か逆に結論的なことが先なのですが、今度、「『小さな区役所』で、質の

高い行政を実現するまち」というこの項目について、表現については見直しをし

たいなということで今、議論をしてきたということでございます。以上でござい

ます。 

 では、恐縮でございます。今日、この今の報告についてはここで議論をすると

かそういうことではなくて、一応共有をして、それぞれのグループがどういうこ

とを考えているのかということでご了解いただきたいと思います。 

 時間がオーバーしてしまいましたけれども、本日の議事につきましては、ここ

で終了させていただきたいと思っております。次回につきましても引き続きグル

ープでの検討をお願いしたいと思っておりますので、次回につきましてまたよろ

しくお願い申し上げます。それでは次回の日程を事務局より。 

○森政策室副参事（基本計画担当） 

 それでは資料１の次第のほうに戻っていただきまして、一番下のところに次回

開催予定を記載させていただいております。先ほどのグループ討議の進め方のと

ころでお話しいたしましたが、次回につきましては１１月１８日火曜日午後７時

から９時、こちら区役所７階、第８～１０会議室、ここと同じ部屋でございます。

こちらで開きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宮脇会長 

 よろしいでしょうか。それでは本日の審議会はこれで終了とさせていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。 

閉会 21:08 


